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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）検知システムであって、
　バッテリーパックの一つ以上のバッテリーモジュールの各々に複数で備えられ、前記バ
ッテリーモジュールのバッテリーセルから分岐するガスを検知する検知部、
　前記検知部の各々の検知値のうち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定された検知
値の大きさに応じて前記選定された検知値のレベルを決定し、前記レベルに基づいて周辺
装置の動作を制御する制御部、及び
　前記バッテリーパックと外部電源の連結経路上に提供され、前記制御部の信号に応じて
オン及びオフ動作するスイッチ部を備えてなることを特徴とする、電池膨れ（ｓｗｅｌｌ
ｉｎｇ）検知システム。
【請求項２】
　前記検知部は、前記バッテリーモジュール内部の上下、左右、前後に散開して位置する
ことを特徴とする、請求項１に記載の電池膨れ検知システム。
【請求項３】
　前記検知部の各々は、一酸化炭素検知センサ、二酸化炭素検知センサ及びメタン検知セ
ンサを備えてなり、
　前記検知値は、一酸化炭素検知値、二酸化炭素検知値及びメタン検知値を一つのセット
（ｓｅｔ）にして構成されてなることを特徴とする、請求項１又は２に記載の電池膨れ検
知システム。
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【請求項４】
　前記制御部は、前記検知部の各々の検知値を所定の閾値と比較し、前記閾値を超過する
検知値のうち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定された検知値の大きさに応じて前
記選定された検知値のレベルを決定することを特徴とする、請求項１～３の何れか一項に
記載の電池膨れ検知システム。
【請求項５】
　前記選定された検知値のレベルは、膨れ危険度に応じて、第１レベル、第２レベル及び
第３レベルの何れか一つに決定されることを特徴とする、請求項４に記載の電池膨れ検知
システム。
【請求項６】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第１レベル、第２レベル及び第３
レベルの何れか一つに決定された場合、前記レベルに基づく車両速度制御信号を車両のＥ
ＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）に送信することを特徴とする
、請求項５に記載の電池膨れ検知システム。
【請求項７】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定された場合、所
定時間の経過後に前記スイッチ部にオフ動作信号を送信することを特徴とする、請求項５
又は６に記載の電池膨れ検知システム。
【請求項８】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定された場合、車
両に既に設けられたディスプレイ装置に所定の通知信号を送信することを特徴とする、請
求項５～７の何れか一項に記載の電池膨れ検知システム。
【請求項９】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第２レベルに決定された場合、前
記外部電源から前記バッテリーパックに流入する充電電流量を制御することを特徴とする
、請求項５～８の何れか一項に記載の電池膨れ検知システム。
【請求項１０】
　電池膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）検知方法であって、
　バッテリーパックの一つ以上のバッテリーモジュールの各々に複数で備えられる検知部
が、前記バッテリーモジュールのバッテリーセルから分岐するガスを検知するステップ、
　制御部が、前記検知部の各々の検知値のうち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定
された検知値の大きさに応じて前記選定された検知値のレベルを決定し、前記レベルに基
づいて周辺装置の動作を制御するステップ、及び
　前記バッテリーパックと外部電源の連結経路上に提供されるスイッチ部が、前記制御部
の信号に応じてオン及びオフ動作するステップを含むことを特徴とする、電池膨れ検知方
法。
【請求項１１】
　前記検知部は、前記バッテリーモジュール内部の上下、左右、前後に散開して位置する
ことを特徴とする、請求項１０に記載の電池膨れ検知方法。
【請求項１２】
　前記検知部の各々は、一酸化炭素検知センサ、二酸化炭素検知センサ及びメタン検知セ
ンサを備えてなり、
　前記検知値は、一酸化炭素検知値、二酸化炭素検知値及びメタン検知値を一つのセット
（ｓｅｔ）にして構成されてなることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の電池膨
れ検知方法。
【請求項１３】
　前記制御するステップは、前記制御部が、前記検知部の各々の検知値を所定の閾値と比
較し、前記閾値を超過する検知値のうち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定された
検知値の大きさに応じて前記選定された検知値のレベルを決定することを特徴とする、請
求項１０～１２の何れか一項に記載の電池膨れ検知方法。
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【請求項１４】
　前記選定された検知値のレベルは、膨れ危険度に応じて、第１レベル、第２レベル及び
第３レベルの何れか一つに決定されることを特徴とする、請求項１３に記載の電池膨れ検
知方法。
【請求項１５】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第１レベル、第２レベ
ル及び第３レベルの何れか一つに決定された場合、前記レベルに基づく車両速度制御信号
を車両のＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）に送信するステッ
プを含むことを特徴とする、請求項１４に記載の電池膨れ検知方法。
【請求項１６】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定され
た場合、所定時間の経過後に前記スイッチ部にオフ動作信号を送信するステップをさらに
含むことを特徴とする、請求項１４又は１５に記載の電池膨れ検知方法。
【請求項１７】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定され
た場合、車両に既に設けられたディスプレイ装置に所定の通知信号を送信するステップを
さらに含むことを特徴とする、請求項１４～１６の何れか一項に記載の電池膨れ検知方法
。
【請求項１８】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第２レベルに決定され
た場合、前記外部電源から前記バッテリーパックに流入する充電電流量を制御するステッ
プをさらに含むことを特徴とする、請求項１４～１７の何れか一項に記載の電池膨れ検知
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は２０１５年０９月１４日付の韓国特許出願第１０－２０１５－０１２９５５１
号に基づいた優先権の利益を主張し、該韓国特許出願の文献に開示された全ての内容は本
明細書の一部として含まれる。
【０００２】
　本発明は、電池膨れ検知システム及び方法に関し、より具体的には、バッテリーモジュ
ールの内部に検知部を散開させてバッテリーセルから分岐するガスを検知し、閾値を超過
する検知値のうち大きさが最も大きい検知値にその大きさに応じたレベルを付与し、該レ
ベルに基づいてバッテリー回路の動作及び車両の運行速度等を制御することにより、バッ
テリーセルの膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）現象によって発生しうる事故を予防できる電池膨
れ検知システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　バッテリーは、製品群に応じた適用が容易であり、優れた保存性及び高いエネルギー密
度等の特性を有している。また、化石燃料の使用を減少させることができるという一次的
な長所だけでなく、エネルギー使用に応じた副産物が発生しないという点で、環境への優
しさ及びエネルギー効率性の向上のためのエネルギー供給源として注目されている。
【０００４】
　このため、バッテリーは、携帯用機器をはじめとし、電気車両（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖ
ｅｈｉｃｌｅ；ＥＶ）及びエネルギー貯蔵システム（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ；ＥＳＳ）等に普遍的に応用され、様々な産業の基盤になると同時に日常生活
に便宜性を提供している。
【０００５】
　しかし、このようなバッテリーは使用環境により非正常的に駆動されうるし、例えば、
バッテリーが過充電されるかまたは寿命が消尽する場合、バッテリーの内部で発生する電
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気的、化学的作用によって電池の膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）現象等が誘発される。
【０００６】
　このような電池の膨れ現象は、バッテリーの寿命短縮、容量低下だけでなく、発火及び
爆発のような事故につながるため、注意深い監視と適切な制御を通じたバッテリーの安定
的な使用が求められている。
【０００７】
　このため、電池の膨れ現象の検知及びバッテリーの保護と関連した様々な研究開発が行
われてきており、一例として圧力測定手段を用いて膨れに応じたバッテリーセルの体積変
化を検知し、それを通じて電流を遮断する技術が公知されている。
【０００８】
　しかし、このようなバッテリーセルの物理的な体積膨張は膨れが十分に進行しなければ
発生しないため、バッテリーセルの膨れ現象を初期に検知して対応するには困難があり、
電流が遮断されたとしても十分な膨れの進行によって発火が引き起こされる危険性が大き
い。
【０００９】
　また他の例として、膨れ現象によるバッテリーセルの膨張力がバスバー、タップ等の部
材を破断させることにより、電流を遮断する技術も提示されてきた。
【００１０】
　しかし、このような技術もバッテリーセルの膨れ現象に対する初期対応が容易でなく、
一部部材の破断時に発生しうるスパークが点火源として作用して発火のまた他の原因にな
る可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上述した問題点を解決するために導き出されたものであり、本発明の目的は
、バッテリーセルから分岐するガスをリアルタイムで検知して検知値のレベルを決定し、
該レベルに基づいてバッテリーモジュールへの電源供給、充電電流量等を制御することに
より、バッテリーセルの膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）現象によって発生しうるバッテリーの
機能問題を解決することができる電池膨れ検知システム及び方法を提供することにある。
【００１２】
　また、本発明の他の目的は、バッテリー回路の動作制御だけでなく、検知値のレベルに
応じて車両の運行速度を適切に制御することにより、バッテリー及び車両の爆発、発火等
の事故を予防して車両の搭乗者の安全を確保することができる電池膨れ検知システム及び
方法を提供することにある。
【００１３】
　本発明のまた他の目的は、バッテリーセルが非正常的な環境に置かれる場合、空冷式フ
ァン（ｆａｎ）及び水冷式冷却バルブ（ｃｏｏｌｉｎｇ　ｖａｌｖｅ）等のような周辺装
置の運用が中断されるように制御することにより、周辺装置の不要な駆動に応じた電力消
費を防止することができる電池膨れ検知システム及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一実施形態による電池膨れ検知システムは、バッテリーパックの一つ以上のバ
ッテリーモジュールの各々に複数で備えられ、該バッテリーモジュールのバッテリーセル
から分岐するガスを検知する検知部、前記検知部の各々の検知値のうち大きさが最も大き
い検知値を選定し、選定された検知値の大きさに応じて前記選定された検知値のレベルを
決定し、該レベルに基づいて周辺装置の動作を制御する制御部、及び前記バッテリーパッ
クと外部電源の連結経路上に提供され、前記制御部の信号に応じてオン及びオフ動作する
スイッチ部を含んで構成される。
【００１５】
　前記検知部は、前記バッテリーモジュール内部の上下、左右、前後に散開して位置して
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もよい。
【００１６】
　前記検知部の各々は、一酸化炭素検知センサ、二酸化炭素検知センサ及びメタン検知セ
ンサを含んでもよい。
【００１７】
　前記検知値は、一酸化炭素検知値、二酸化炭素検知値及びメタン検知値を一つのセット
（ｓｅｔ）にして構成されてもよい。
【００１８】
　前記制御部は、前記検知部の各々の検知値を所定の閾値と比較し、前記閾値を超過する
検知値のうち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定された検知値の大きさに応じて前
記選定された検知値のレベルを決定してもよい。
【００１９】
　前記選定された検知値のレベルは、膨れ危険度に応じて第１レベル、第２レベル及び第
３レベルのうち一つに決定されてもよい。
【００２０】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第１レベル、第２レベル及び第３
レベルのうち一つに決定された場合、該レベルに基づく車両速度制御信号を車両のＥＣＵ
（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）に送信してもよい。
【００２１】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定された場合、所
定時間の経過後に前記スイッチ部にオフ動作信号を送信してもよい。
【００２２】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定された場合、車
両に既に設けられたディスプレイ装置に所定の通知信号を送信してもよい。
【００２３】
　前記制御部は、前記選定された検知値のレベルが前記第２レベルに決定された場合、前
記外部電源から前記バッテリーパックに流入する充電電流量を制御してもよい。
【００２４】
　本発明の一実施形態による電池膨れ検知方法は、バッテリーパックの一つ以上のバッテ
リーモジュールの各々に複数で備えられる検知部が、該バッテリーモジュールのバッテリ
ーセルから分岐するガスを検知するステップ、制御部が、前記検知部の各々の検知値のう
ち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定された検知値の大きさに応じて前記選定され
た検知値のレベルを決定し、該レベルに基づいて周辺装置の動作を制御するステップ、及
び前記バッテリーパックと外部電源の連結経路上に提供されるスイッチ部が、前記制御部
の信号に応じてオン及びオフ動作するステップを含んで構成される。
【００２５】
　前記検知部は、前記バッテリーモジュール内部の上下、左右、前後に散開して位置して
もよい。
【００２６】
　前記検知部の各々は、一酸化炭素検知センサ、二酸化炭素検知センサ及びメタン検知セ
ンサを含んでもよい。
【００２７】
　前記検知値は、一酸化炭素検知値、二酸化炭素検知値及びメタン検知値を一つのセット
（ｓｅｔ）にして構成されてもよい。
【００２８】
　前記制御するステップは、前記制御部が、前記検知部の各々の検知値を所定の閾値と比
較し、前記閾値を超過する検知値のうち大きさが最も大きい検知値を選定し、選定された
検知値の大きさに応じて前記選定された検知値のレベルを決定してもよい。
【００２９】
　前記選定された検知値のレベルは、膨れ危険度に応じて第１レベル、第２レベル及び第
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３レベルのうち一つに決定されてもよい。
【００３０】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第１レベル、第２レベ
ル及び第３レベルのうち一つに決定された場合、該レベルに基づく車両速度制御信号を車
両のＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）に送信するステップを
含んでもよい。
【００３１】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定され
た場合、所定時間の経過後に前記スイッチ部にオフ動作信号を送信するステップをさらに
含んでもよい。
【００３２】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第３レベルに決定され
た場合、車両に既に設けられたディスプレイ装置に所定の通知信号を送信するステップを
さらに含んでもよい。
【００３３】
　前記制御するステップは、前記選定された検知値のレベルが前記第２レベルに決定され
た場合、前記外部電源から前記バッテリーパックに流入する充電電流量を制御するステッ
プをさらに含んでもよい。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の一側面によれば、バッテリーセルから分岐するガスをリアルタイムで検知して
検知された検知値の大きさに応じてレベルを決定し、該レベルに基づいてバッテリー回路
の動作を制御することにより、膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）現象によって発生しうる事故の
危険性は低減させ、単純なバッテリーの運用中断は排除し、バッテリー運用の効率性を高
めることができるという効果がある。
【００３５】
　この時、分岐するガスを検知する検知部は各々のバッテリーモジュール内部に複数で散
開して備えられ、それによってガスの検知感度を高めることができ、複数のバッテリーモ
ジュールのうち膨れ現象が発生する該当バッテリーモジュールのみを部分的に交替するこ
とができるため、維持補修の便宜と費用節減の長所を有する。
【００３６】
　また、検知値のレベルに応じてバッテリーを駆動エネルギーにして運行される車両の速
度を制御することにより、バッテリーセルの膨れの発生時、過速度運行によって誘発され
る事故を予防し、車両の搭乗者の安定性を確保できるという効果がある。
【００３７】
　さらに、膨れ現象が発生する場合、バッテリーパックへの電源供給の遮断だけでなく、
空冷式ファン（ｆａｎ）及び水冷式冷却バルブ（ｃｏｏｌｉｎｇ　ｖａｌｖｅ）等のよう
な周辺装置の運用を中断させ、周辺装置の不要な駆動に応じた電力消費を防止できるとい
う利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態による電池膨れ検知システム及び方法が適用される電気車両
を概略的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による電池膨れ検知システムの回路図を概略的に示す図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態による電池膨れ検知システムの検知部がバッテリーモジュー
ルの内部に備えられる形状を概略的に示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による電池膨れ検知システムの制御部で行われるアルゴリズ
ムを説明するために概略的に示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による電池膨れ検知方法を説明するためのフローチャートで
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明を添付図面を参照して詳細に説明すれば以下のとおりである。ここで、繰り返さ
れる説明、本発明の要旨を不要に濁す恐れのある公知機能及び構成に関する詳細な説明は
省略する。本発明の実施形態は当業界で平均的な知識を有する者に本発明をより完全に説
明するために提供されるものである。よって、図面での要素の形状及び大きさなどはより
明確な説明のために誇張されることがある。
【００４０】
　明細書の全体にかけて、ある部分がある構成要素を「含む」とする時、これは、特に反
対の記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに含んでも
よいことを意味する。
【００４１】
　また、明細書に記載された「．．．部」という用語は一つ以上の機能や動作を処理する
単位を意味し、これは、ハードウェアやソフトウェアまたはハードウェア及びソフトウェ
アの結合で実現されることができる。
【００４２】
　図１は、本発明の一実施形態による電池膨れ検知システム及び方法が適用される電気車
両１を概略的に示す図である。
【００４３】
　但し、本発明の一実施形態による電池膨れ検知システム及び方法は、電気車両（ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃ　ｖｅｈｉｃｌｅ）１の他にもバッテリーが適用される様々な技術分野に応用
できる。
【００４４】
　図１を参照すれば、電気車両１は、バッテリー１０、ＢＭＳ（Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）２０、ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｕｎｉｔ）３０、インバータ４０及びモータ５０を含んで構成されることができる。
【００４５】
　バッテリー１０はモータ５０に駆動力を提供して電気車両１を駆動させる電気エネルギ
ー源であり、モータ５０及び／又は内燃機関（図示せず）の駆動に応じてインバータ４０
によって充電または放電される。
【００４６】
　ＢＭＳ２０は、バッテリー１０の状態を推定し、このような状態情報を用いてバッテリ
ー１０の充放電電流を制御し、さらには接触器の開閉動作を制御することができる。
【００４７】
　ＥＣＵ３０は電気車両１の状態を制御する電子的制御装置であり、例えば、アクセラレ
ータ（ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ）、ブレーキ（ｂｒｅａｋ）、速度等の情報に基づいてト
ルクの程度を決定し、モータの出力がトルク情報に合うように制御することができる。
【００４８】
　インバータ４０はＥＣＵ３０の制御信号に基づいてバッテリー１０が充電または放電さ
れるようにし、モータ５０はバッテリー１０の電気エネルギーとＥＣＵ３０から伝達され
る制御情報に基づいて電気車両１を駆動させることができる。
【００４９】
　上述したように、電気車両１において、バッテリー１０は駆動力を提供する核心要素で
あり、バッテリー１０の状態が非正常な場合、電気車両１の故障及び各種の事故が引き起
こされる。
【００５０】
　例えば、バッテリー１０が過充電、短絡等の環境に置かれるか、または寿命が全て消尽
する場合、バッテリー１０の内部で電気的、化学的作用によりガスが発生してバッテリー
１０の内圧が上昇し、これはバッテリー１０の膨れ（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）現象につながっ
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て爆発及び発火のような事故を誘発しうる。
【００５１】
　したがって、バッテリー１０の状態を監視し、状況によって適切に保護することは、バ
ッテリー１０の安定的な運用において重要で、且つ、バッテリー１０の非正常的な駆動に
よる各種事故を未然に防止して搭乗者の安全を確保できる対策であり、以下では図２～図
５を参照して本発明に係る電池膨れ検知システム及び方法について説明する。
【００５２】
　図２は、本発明の一実施形態による電池膨れ検知システム１００の回路図を簡略に示す
図である。
【００５３】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態による電池膨れ検知システム１００は、複数の
検知部１２０、制御部１３０及びスイッチ部１４０を含んで構成されることができる。
【００５４】
　但し、図２に示された電池膨れ検知システム１００は一実施形態によるものであって、
その構成要素が図２に示された実施形態に限定されるものではなく、必要に応じて一部の
構成要素が付加、変更または削除できることに留意する。
【００５５】
　また、以下に記述するバッテリーは一つ以上のバッテリーパック１１０を含む概念であ
って、各々のバッテリーパック１１０も一つ以上のバッテリーモジュール１１１を含み、
それと同様に各々のバッテリーモジュール１１１は一つ以上のバッテリーセル１１２を含
んで構成されることに留意する。
【００５６】
　先ず、検知部１２０は、一つ以上のバッテリーセル１１２のうち任意のバッテリーセル
１１２に膨れ現象が発生する場合、分岐するガスを検知する役割をすることができる。
【００５７】
　この時、検知部１２０は、図３に示すようにバッテリーモジュール１１１内部の上下、
左右、前後側に複数で散開して位置し、これは、検知部１２０が単一に構成される場合に
発生しうる検知エラーを防止するためであると共にガスの検知感度を高めるためである。
【００５８】
　通常、バッテリーセルに膨れ現象が発生する場合、分岐するガスの主成分は一酸化炭素
、二酸化炭素、メタン等であり、それに基づき、検知部１２０の各々は一酸化炭素検知セ
ンサ、二酸化炭素検知センサ、メタン検知センサを含むことができる。
【００５９】
　したがって、各々の検知部１２０により測定される検知値も一酸化炭素検知値、二酸化
炭素検知値、メタン検知値を含めて一つのセット（ｓｅｔ）に構成されることができ、各
々の検知値セットは電気的または通信的ルートを通して後述する制御部１３０に提供され
ることができる。
【００６０】
　制御部１３０は、各々の検知部１２０から検知値、具体的には一酸化炭素検知値、二酸
化炭素検知値及びメタン検知値からなる検知値セットを受信し、特定の検知値セットを選
定してレベルを決定する役割をすることができる。また、選定された検知値のレベルに基
づいて周辺装置の動作を制御することもできる。
【００６１】
　この時、選定された検知値のレベルはバッテリーセル１１２の膨れ危険度に基づいて差
分範囲（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｒａｎｇｅ）に設定された複数のレベルのうち一つ
に決定されることができ、例えば、複数のレベルはバッテリーセル１１２の膨れ程度が警
戒レベルの第１レベル、危険レベルの第２レベル及び深刻レベルの第３レベルで構成され
ることができる。
【００６２】
　このような制御部１３０はＢＭＳ（図１の２０）そのもので実現されるか、またはＢＭ
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Ｓに含まれて実現されてもよく、制御部１３０には制御部１３０の動作実行のためのアル
ゴリズムが設定されていてもよい。
【００６３】
　制御部１３０の動作実行については後述する図４に基づいてさらに具体的に説明する。
【００６４】
　図４は、制御部で行われるアルゴリズムを説明するために概略的に示す図である。
【００６５】
　アルゴリズムの各ステップを見てみると、先ず、制御部は各々の検知部から検知値を受
信して（Ｓ４１０）所定の閾値と比較する。
【００６６】
　ここで、閾値とはバッテリーセルの膨れ現象時に分岐するガス量に対する閾値であり、
一酸化炭素閾値、二酸化炭素閾値及びメタン閾値をセットにして構成され、使用者によっ
て設定可能である。
【００６７】
　すなわち、比較ステップでは、一酸化炭素検知値と一酸化炭素閾値を比較し、二酸化炭
素検知値と二酸化炭素閾値を比較し、それと同様にメタン検知値とメタン閾値を比較して
、一酸化炭素検知値、二酸化炭素検知値及びメタン検知値の全てが対応する閾値を超過し
てこそ、検知値（セット）が閾値（セット）を超過することに判断する（Ｓ４２０）。
【００６８】
　仮に閾値を超過する検知値が複数で存在する場合、その中で大きさの最も大きい検知値
を選定し（Ｓ４３０）、ここで、大きさとは一酸化炭素検知値、二酸化炭素検知値及びメ
タン検知値の平均であってもよい。
【００６９】
　次に、差分範囲に既に設定された第１レベル、第２レベル及び第３レベルに基づいて選
定された検知値のレベルが決定される（Ｓ４４０）。換言すれば、選定された検知値の大
きさが警戒範囲に含まれる場合には選定された検知値のレベルは第１レベルに決定され、
危険範囲に含まれる場合には第２レベルに、深刻範囲に該当する場合には第３レベルに決
定される。
【００７０】
　選定された検知値のレベルが第１レベルに決定される場合（Ｓ４５０）、制御部は車両
のＥＣＵに第１レベルに対応する車両速度（例えば、８０ｋｍ以下）制御信号を送信（Ｓ
４５１）する。
【００７１】
　この時、信号の送信はＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）通
信を利用することができるが、本発明がこれに限定されるものではなく、ジグビー（ｚｉ
ｇｂｅｅ）通信、ワイ・ファイ（ｗｉｆｉ）、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）
通信、ＢＬＥ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）通信など、様々な方式の通
信が適用できる。
【００７２】
　選定された検知値のレベルが第２レベルに決定される場合にも（Ｓ４６０）、車両のＥ
ＣＵに第２レベルに対応する車両速度（例えば、５０ｋｍ以下）制御信号を送信（Ｓ４６
１）する。
【００７３】
　また、バッテリーパックと外部電源の連結経路上に備えられる可変抵抗器（図示せず）
を制御して、外部電源からバッテリーパックに流入する充電電流量を制御することもでき
る。このような構成は、バッテリーパックの過充電の進行を防止してバッテリーセルから
のガス分岐量を最小化させるためである。
【００７４】
　最後に、選定された検知値のレベルが第３レベルに決定されれば（Ｓ４７０）、同様に
車両のＥＣＵに第３レベルに対応する車両速度（例えば、１０ｋｍ以下）制御信号を送信
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ディスプレイ装置に通知信号を送信（Ｓ４７３）する。
【００７５】
　この時、通知は所定の警報音、警報メッセージ等のように視聴覚的に構成され、車両の
搭乗者にバッテリーセルの膨れ現象の発生を認知させることができる。
【００７６】
　特に第３レベルに決定された場合、所定時間の経過後にバッテリーパックと外部電源の
連結経路上に備えられるスイッチ部（図１の１４０）にオフ（ｏｆｆ）動作信号を送信す
ることができる。
【００７７】
　ここで、スイッチ部は電界効果トランジスタ（ｆｉｅｌｄ　ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）及びリレー（ｒｅｌａｙ）のうち一つ以上で構成されることができるが、ス
イッチ部を構成する接触器の種類は限定されるものではなく様々である。
【００７８】
　また、所定時間とは、最小限の車両運行を確保する概念であって、例えば、約１０ｋｍ
の走行に必要な時間であり、このような構成は、電気車両の場合、突然のバッテリーパッ
クと外部電源の連結遮断がかえって事故を誘発しうるため、それを考慮したものである。
【００７９】
　なお、スイッチ部にオフ動作信号を送信すると共に空冷式ファン（ｆａｎ）及び水冷式
冷却バルブ（ｃｏｏｌｉｎｇ　ｖａｌｖｅ）等のような周辺装置の運用が中断されるよう
に制御することもでき、それにより、周辺装置の不要な駆動に応じた電力消費を防止する
ことができる。
【００８０】
　このように、制御部１３０では、既に設定されたアルゴリズムによって閾値を超過する
検知値のうち大きさが最も大きい検知値のレベルを決定し、該レベルに基づいてバッテリ
ー回路の動作及び周辺装置の動作を制御することができる。
【００８１】
　図５は、本発明の一実施形態による電池膨れ検知方法を説明するためのフローチャート
である。
【００８２】
　本発明の一実施形態による電池膨れ検知方法が開始されれば、各々のバッテリーモジュ
ールの内部に散開して位置した複数の検知部の各々においてバッテリーセルから分岐する
ガスを検知し、それを制御部に提供する（Ｓ５１０）。
【００８３】
　制御部では各々の検知値を閾値と比較して閾値を超過する検知値の存在有無を判断する
（Ｓ５２０）。仮に閾値を超過する検知値が複数で存在する場合、大きさが最も大きい検
知値を選定し、選定された検知値の大きさに応じて選定された検知値のレベルを決定する
（Ｓ５３０）。
【００８４】
　その後、選定された検知値のレベルに基づいて車両の運行速度の制御、バッテリーパッ
クに流入する充電電流量の制御、スイッチ部のオフ動作の制御等のようにバッテリー回路
の動作及び周辺装置の動作を制御する（Ｓ５４０）。
【００８５】
　以上、本発明の特定実施形態を図示し説明したが、本発明の技術思想は添付された図面
と上記説明内容に限定されるものではなく、本発明の思想を逸脱しない範囲内で様々な形
態の変形が可能であるということは本分野の通常の知識を有する者にとって明らかなこと
であり、このような形態の変形は本発明の精神に違背しない範囲内で本発明の特許請求の
範囲に属するとみなすことができる。
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